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１ 利用条件 

 （１）利用できる団体（原則として個人の利用はできません。） 

   ① 学校、青少年活動関係団体（スカウト団体、部活動、PTA 等）、フリースクール 

   ② スポーツ少年団、子ども会、放課後児童クラブ、子ども食堂、学習塾等の青少年を含む団体 

   ③ グループ・サークル 

④ 家族（複数家族でご利用の場合は「③グループ」となります。） 

   ⑤ 企業・官公庁等 

 

 （２）利用の条件 

    自然の家は、青少年に豊かな体験の機会を提供することを目的とした青少年教育施設です。利用の

際は、以下の条件が必要となります。  

 

 

 

 

 

    上記の条件をお守りいただけない場合、利用をお断りさせていただく場合があります。 

 

 （３）禁止事項 

    自然の家では、以下の行為は禁止となっております。特に、①～③の禁止事項に該当する行為、そ

の他利用に当たっての留意事項に反する行為を行った場合、または虚偽の申告があった場合は、今後

の利用申込みを制限する場合があります。 

   ① 特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他の政治的活動 

② 特定の宗教を支持し、またはこれに反対するための宗教教育その他の宗教的活動 

③ 専ら営利を目的とする活動    

④ 花火 

   ⑤ 動植物の捕獲と採取（自然の家の敷地内は国立公園となっています。） 

※ 森の手入れや水生昆虫の観察等、プログラム上必要な場合は、事前にご相談いただくととも

に、必要最小限にとどめるようご協力ください。 

⑥ 他の利用団体等の活動や生活に支障を生じさせる行為。 

 

 （４）その他 

   ○ 当施設は青少年教育施設です。活動プログラムを行わない宿泊のみの利用はできません。 

   ○ ペットの同伴はできません。（盲導犬等の介助犬は可） 

   ○ 小型無人機（ドローン等）を使用する際は、必ず事前にご連絡ください。目視で機体を確認で

き、他団体の活動に支障を与える恐れのない必要最小限の範囲で、使用を認める場合があります。 

 

①自然の家における標準生活時間等の利用のきまりを守り、良好な施設、設備の維持及び自

然環境の保全に努めること。 

②当施設の自然体験活動等の教育的な活動プログラムを行うこと。（ｐ29～40 参照） 

③18 歳以上の成人の引率者がいること。 

Ⅱ 利用申込 
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２ 利用ができない日 

○ 全館休館日：年間 12 日間（予定） 

○ 施設整備日・安全点検日：各月に１～３回程度  ホームページの「空室状況」で確認できます。 

○ 年末年始：12 月 29 日～1 月 4 日       （p5「申込方法」）の URL、二次元コード参照） 

※ 12 月 28 日は午前中までの利用、食堂は朝食までの営業となります。 

 

３ 屋外施設の利用期間 

○ テントサイト ６月１日～９月 30 日   

○ 野外炊事棟  ５月中旬～10 月 31 日     

 

４ 配室 

○ 申込時の人数・男女比をもとに、自然の家が配室します。申込時から 10 人以上の人数変更が生じた

場合、速やかにご連絡ください。 

○ 保健室・予備室としての配室はできません。 

○ 他団体と宿泊棟が共有になる場合があります。 

○ 学校団体等にカメラマンが同行する場合、ゲストルームに宿泊することができます。（p20 参照） 

○ バスの運転手・添乗員の方の宿泊については、近隣の旅館・ホテルをご利用いただいております。団

体の構成員に含む場合は、団体に配室された宿泊棟の中で宿泊室の割り振りをしてください。また、利

用方法等を団体担当者から必ず事前に説明をしていただくとともに、日中の滞在場所を自然の家にご連

絡ください。冬季に団体が日中に施設外で活動する場合で、運転手等が宿泊棟内に滞在することをあら

かじめお知らせいただけなかった際は、宿泊棟内の暖房が停止することがあります。 

 

５ 利用申込と受付期間 

（１）先行受付 ※宿泊をともなう利用に関して、一般受付より早く利用日を決めることができます。 

対象団体 利用希望日 受付期間 受付方法 

学校・ 

青少年団体 
令和７年度 

令和６年 

５月１日 

～8 月 31 日 

受付期間中にホームページの先行受付申込

みフォームより必要事項を入力・送信。 

（複数団体が同一日を希望した場合は、 

自然の家が調整を行います。） 

  

（２）一般受付（宿泊） ※令和 7 年度分は令和 6 年 11 月１日より受付を開始します。 

対象団体 利用希望日 受付期間 受付方法 

学校・ 

青少年団体 

令和６年度 
利用希望日の 1 か月前まで 

Web 申込 
令和７年度 

上記以外の団体 
令和６年度 

利用希望日の６か月前から１か月前まで 
令和７年度 

家族 
令和６年度 利用希望日の６か月前から１か月前まで 

※妙高かんたん宿泊プランは「２週間前まで」 
Web 申込 

令和７年度 

※ 全館休館日、年末年始は電話対応

ができません。変更連絡はメール、

FAX でお願いします。 

※ 雪どけの状況により、利用期間を

変更する場合があります。 
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（3）日帰り利用 ※令和 7 年度分は令和 6 年 11 月１日より受付を開始します。 

対象団体 利用希望日 受付期間 受付方法 

全団体 
令和 6 年度 

利用希望日の６か月前から１か月前まで Web 申込  
令和 7 年度 

 

（4）家族向け宿泊企画「妙高かんたん宿泊プラン／妙高かんたん宿泊パック」  
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６ 手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 新規申込 

(品目の変更) 
キャンセル 数量の変更 

食堂バイキング １週間前 ３日前 

３日前 食堂弁当 
2 週間前 １週間前 

野外炊事の食材 

飲み物 

1 週間前 

キャンセル料なし 

教材 

キャンセル料なし 

※切手を購入する教材の場合、

申込後はキャンセルができませ

ん 

※利用初日（到着日）が変更・キャンセル期限の基準となります。

期限を過ぎてのキャンセル、数量・品目の変更に関しては、キャン

セル料等が発生する可能性があります。 

［申込書類］ 

① 利用申込書            

② 活動計画表   

③ 食数・教材・シーツ等申込書   

④ 物品利用希望書 

⑤ 利用者名簿（当日でも可） 

⑥ 請求書領収書・宛名依頼票（当日でも可） 

※施設使用料の減免、活動内容、アレルギー対応の必要等 

によって別途書類が必要な場合があります。 

［提出方法］メール（myk-u@niye.go.jp） 

※メールでの対応が難しい場合は、FAX・郵送でのご提出も 

可能です。（FAX 0255-82-4325） 

※申込書類受領後に利用承諾書をメールで送付いたします。 

【食堂利用に関する変更・キャンセルについて】 

②申込書類の提出 

利用日１か月前までに提出 

③事前打合せ・下見 
利用１か月前までを目安に

実施 

［申込方法］※受付期間は p.3 をご覧ください。 

○Web 申込 

（https://shinriyou.niye.go.jp/myoko/Vacancy/Index/） 

※利用日の変更・調整が必要な場合、自然の家から後日 

メールでご連絡させていただきます。 

※Web 申込みが難しい場合はお電話にてご相談ください。 

（TEL：0255-82-4321） 

［申込方法］電話（0255-82-4321） 

※「①利用申込書」「②活動計画表」を事前打合せの１週間前

までに提出してください。 

※下見の場合、自然の家担当者は同行しません。 

⑤利用当日 

④変更・キャンセル 

※10 人以上の変更は、速やか

に連絡ください。 

※人数等の変更により、活動

場所や宿泊棟を変更する場

合があります。 

ホームページより様式を 

ダウンロードできます。 

前年度以前の様式は使用せず、

必ず最新の様式をご利用くだ

さい。 

①利用申込 

利用日１か月前まで 

＜キャンセル・食数変更連絡先＞食堂事務室（８時～17 時） 

TEL：0255-82-4185  FAX：0255-82-4186 

メール：z00677@kbd.biglobe.ne.jp 


